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第５３期（令和３年度）熊本地方最低賃金審議会 

第５３期第４回本審 議事録 

 

１ 日 時 令和３年８月２３日（月） ９時３０分～１０時４１分 

２ 場 所 熊本地方合同庁舎Ａ棟１階 大会議室 

３ 出席者 

（公益代表委員）  泉委員、倉田委員、諏佐委員、 

     高峰委員、本田委員 

（労働者代表委員） 児玉委員、猿渡委員、中谷委員、 

    花岡委員、山本委員 

（使用者代表委員） 岩田委員、近藤委員、坂本委員、 

     原委員 

 

【事務局】（熊本労働局） 佐保労働基準部長、渡邉賃金室長、奥山賃金指

導官、秋吉専門監督官、中野専門監督官 

 

４ 議 題 

（１）最低賃金審議会の意見に関する異議の申し出について 

（２）地域別専門部会の廃止について 

（３）県及び経産省に対する中小企業への支援の要請について 

 （４）その他 

 

５ 議事内容 

 

賃金指導官   本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうござい

ます。ただいまから第５３期第４回熊本地方最低賃金審議会を

開催させていただきます。 

  本日の委員のご出席は１４名でございますので、最低賃金審

議会令第５条第２項の定足数を満たしておりますことをご報告

申し上げます。 

  なお、本日の審議会は報道のため報道機関がいらっしゃって

います。最低賃金制度や最低賃金審議会の広報のため、ご協力を

お願い申し上げます。 

  また、熊本地方最低賃金審議会運営規程第６条第１項に基づ
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きまして、会議の公開の公示をいたしておりましたが、傍聴の申

し込みはございませんでした。 

  なお、恐縮ではありますが、本日、木下局長は急な所用で本日

の会議を欠席しておりますが、本日予定されている諮問につき

ましては、指示を受けました佐保労働基準部長が代理してお渡

しいたします。また、答申がなされた場合は、労働基準部長が代

理して受け取らせていただき、すぐに局長に報告させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  高峰会長に議事進行をお願いしたいと思います。高峰会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

会長  おはようございます。 

 

全員  おはようございます。 

 

会長  熊本も長雨がありまして、熊本市も大きな被害が出ておりま

す。今も続いています。今度は、コロナの感染拡大が続いており

ます。 

  ただいま、お話がありましたように、熊本県最低賃金の改定決

定につきまして、８月５日に答申をしました。この答申に伴い、

本審議会では熊本地方最低賃金審議会の意見に関する公示とい

うのを行いましたところ、令和３年８月１８日付で熊本県労働

組合総連合及び熊本県医療介護福祉労働組合連合会から異議申

出がありました。この申出に対して諮問がございますので、局長

を代理いたしまして、労働基準部長よりお願いしたいと思いま

す。 

 

基準部長  基準部長の佐保でございます。 

  最低賃金審議会の意見に関する異議申出に関する諮問でござ

います。熊本県労働組合総連合及び熊本県医療介護福祉労働組

合連合会から、最低賃金法第１１条第２項に基づく異議申出が

ありましたので、審議会の意見を求めます。よろしくお願いいた

します。 

 

賃金指導官   それでは、審議に入りますので申し訳ありませんが、ここで一

旦マスコミの方には退出をお願いいたします。 
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（マスコミ 退室） 

 

会長  それでは、諮問がありました異議申出に関しての審議を始め

たいと思います。まず、事務局より異議申出の内容についてのご

説明をお願いしたいと思います。 

 

賃金室長    お手元にございます資料１と資料２、１枚ものでございます

けれども、こちらの通り、今年も昨年同様、２件の異議申出がご

ざいました。 

  まず、資料１は８月１８日付で熊本県労働組合総連合から提

出された異議申出書で、資料２は同じく８月１８日付で熊本県

医療介護福祉労働組合連合会から提出された異議申出書でござ

います。 

  では、内容について概要をお読みいたします。資料１につきま

しては、熊本地方最低賃金審議会で議論がされ、２８円引き上げ

て８２１円とする方針がされました。全国同額の目安が示され

たことや過去最高額の引上げということに対しては、一定の評

価をします。しかし、熊本の８２１円では年収１６５万にしかな

らず、明らかなワーキングプアです。単身世帯はもとより一人親

家庭等被扶養者を抱える世帯においては、経済的な余裕もなく、

就労等に不安が生じれば直ちに生活困窮に陥ってしまいます。 

  他方、イギリス、フランス、ドイツ、韓国では、コロナ禍にお

いても最低賃金の大幅な引上げが行われています。ＧＤＰが大

きく下落する一方で、株価は一度底をついたもののＶ字回復を

して高水準を保ったということです。専門家でさえ分析が困難

なこの現象は、１９８０年代から４０年近く世界を席巻してき

た市場原理主義によって生み出されたグローバリゼーションに

よる金融資本主義＝マネーゲームに基づく経済のゆがみ、誤り

に由来すると考えられます。この新自由主義経済という経済体

制により、憲法２５条を保障するはずの最低賃金が、現実の社会

とも、憲法、最低賃金の立法趣旨ともかけ離れているにも関わら

ず、この間、低水準の最低賃金改定額を答申せざるを得ない中央

及び地方最低賃金審議会の議論を苦しめている要因となってい

ます。コロナ危機によるパンデミックを経験している今こそ、こ

の国の経済の基本体制そのものに対する問題提起をする絶好の
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機会です。「地方の最低賃金審議会」として求めるべき経済のあ

り方についてご検討いただき、政府に対し「地方の声」を強く発

信していただくよう要望します。 

  熊本地方最低賃金審議会として、中小企業支援策を具体的に

提起していただくことを求めます。具体的な方策としては、新型

コロナ支援策の労働者救済が主体だった雇用調整助成金の手法

を使い、労働者保護の目的で最低賃金を引き上げる企業に対し

て、厚労省が予算化し、それを保障する制度を確立することです。

健全な経済の再生には、実体のない経済に頼ることなく、賃金を

引き上げて消費を喚起することは欠かせません。コロナ禍を乗

り越えるためにも、全国一律最低賃金１，５００円の実現に向け

て再審議していただくことを強く要望します。 

  資料２につきましては、また概要を説明いたします。コロナ

禍・昨年７月豪雨の影響が続く中、２８円を引き上げを答申され

たことについて、審議会委員はじめ関係者の方々のご尽力には

敬意を表するものです。しかし、答申された額においては、月１

５５時間働いたとしても、１２万７，２５５円、年１５２万程度

しかならず、これでは生活できません。最低賃金の大幅な引き上

げは、全産業平均よりも低い医師を除く医療・介護労働者の賃金

水準の引き上げなど、エッセンシャルワーカーの低賃金状態の

改善は、その重要性が増しています。コロナ禍の経済悪化から脱

して、地域循環型経済をつくるベースとなる最低賃金は、答申さ

れた金額よりも上積みすることが必要であり、それは可能と考

えます。 

  記１は「最低生計費試算調査」に取り組み、全国どこでも月額

２４万（時給１，５００円）以上必要であることを明らかにして

きました。最低賃金額はこの水準に引き上げるべきです。記２は、

答申では最低賃金の地域間格差は解消されません。地域に根づ

いた産業である医療・介護職は、最低賃金の地域間格差の影響を

直接受け、医療や介護職の地域間賃金格差に直結しています。働

く県によって初任給月額の格差が１０万円以上になる実態があ

り、この解消なくして医師・看護師・介護職員の地域間偏在は解

決できないと考えます。とございます。 

  以上、異議申出書の内容説明を終わります。 

 

会長  ただいまの異議申出書、事務局からの説明について何かご質
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問はございませんでしょうか。 

  質問がなければ、それぞれにご意見をいただきたいと思いま

す。本日は、労側、使側の意見を取りまとめて、審議会として局

長に答申するということを考えております。労使双方からの意

見をまとめまして、それぞれに個別協議をお願いしたいと思い

ますけれども、個別協議の控室は、使側が１０階大会議室、労側

が９階小会議室であります。時間は２０分程度予定しています

けれども、よろしいですか。 

   

使側委員、労側委員  はい。 

 

会長  それでは、それぞれ２０分ということで、再開を１０時２５分

にしたいと思います。よろしくお願いいたします。協議が終わり

ましたら、それぞれにご意見をお伺いしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。最初の順番は、使側から今回はいきたいと

思います。 

 

（労使個別協議、公使会議、公労会議） 

 

会長  それでは、再開いたします。今回２件の異議申出がありました。

それについて、使側、労側、それぞれご意見をお伺いしました。

使側は、ともに今回の答申が適当であるという結論に達しまし

た。先ほど、公益の方でも議論をしまして、労側、使側の意見と

同様、８月５日付の答申が適当であるという、それぞれ確認をい

たしました。 

  それぞれ、今回の議論の過程の中では、幾つか大事な論点を持

ってきたように思いますので、また引き続いていろんな機会を

とらえて議論を深めていきたいと思います。 

  それでは、答申文をまとめたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

（答申案作成） 

 

会長  お手元に事務局に作っていただいた答申文の案が配付された

かと思います。それでは、事務局に答申文（案）の朗読をお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 
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賃金指導官   それでは、朗読させていただきます。 

  （案） 

  令和３年８月２３日 

  熊本労働局長 木下正人 殿 

  熊本地方最低賃金審議会会長 高峰武 

  当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（答申） 

  令和３年８月２３日貴職から、令和３年８月１８日付熊本県

最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する熊本県労働

組合総連合及び熊本県医療介護福祉労働組合連合会からの異議

申出について意見を求められたので、慎重に審議した結果、下記

の結論に達したので答申する。 

 記 

  令和３年８月５日付答申どおり決定することが適当である 

  以上でございます。 

 

会長  ありがとうございました。簡潔な文章でありますけれども、た

だいまの答申文（案）について、何かご意見はございませんでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 

委員全員  はい。 

 

会長  それでは、承認いただいたということで、次に進めたいと思い

ます。文案通り、局長に答申にすることにいたします。事務局は、

答申文の準備をお願いします。 

  答申は代理の佐保基準部長にお渡しして、佐保部長から局長

にお渡しいただき、報告をしていただくということにしたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 

（マスコミ 入室） 

 

（答申文作成） 

 

賃金指導官   それでは、ただいまから会長から基準部長に対して、答申文の

交付を行います。 
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基準部長  基準部長の佐保でございます。 

  ただいま答申文を頂戴いたしました。すぐに局長に報告させ

ていただきます。委員の皆様方には、暑い最中、非常に真摯な審

議を進めていただきありがとうございました。 

  事務局といたしましては、官公公示の手続きをいたしまして、

１０月１日発効のための事務処理を続けてまいります。本日は、

どうもありがとうございました。 

 

会長  それでは、８月５日付の最低賃金の決定についての審議会に

おける答申に関する異議申出の審議については、これで終了い

たしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

賃金指導官   それでは、次の議題に入りますので、申し訳ありませんが、こ

こでマスコミの方には退出をお願いいたします。 

 

（マスコミ 退室） 

 

会長  それでは、次の議題に入ります。地域別最低賃金に係る熊本県

最低賃金専門部会の廃止についてでございますけれども、事務

局からの説明をお願いいたします。 

 

賃金室長    熊本県最低賃金専門部会の廃止についてでございます。熊本

県最低賃金につきましては、７月下旬から８月上旬にかけ、５回

の専門部会でご審議いただき、８月５日の第３回本審で改正答

申となりました。 

  そして本日、８月２３日の第４回本審におきまして、改正に係

る異議申出の審議を行っていただいたところです。この答申を

受け、熊本労働局長が地域別最低賃金の決定を行い、官報公示等

の手続きを行うこととしております。手続き通り行いますと、１

０月１日金曜日からの発効となります。 

  ところで、最低賃金審議会令第６条第７項で「最低賃金専門部

会は、その任務を終了したときは審議会の議決によりこれを廃

止するものとする。」とされております。ここで、「その任務を終

了したとき」とは、「当該専門部会に係る最低賃金についての異

議申出期間が満了することを一つの基準とする。」とされており

ます。従いまして、本日の第４回本審におきまして、専門部会の
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任務が終了したものと解されますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

 

会長  それでは、熊本県最低賃金専門部会について、今、説明があり

ましたように、局長が答申を受けて地域別最低賃金が決定され

ましたので、熊本県最低賃金専門部会の任務が終了しました。よ

って、当審議会の議決によって熊本県最低賃金専門部会を廃止

いたします。 

  そういうことでよろしいでしょうか。 

 

委員全員  はい。 

 

会長  一応、それで了解を取ったところでございます。 

  それでは、続きまして、８月５日に行われました答申で、中小

企業の支援について熊本労働局にお願いする件について、労働

局から説明があるとのことであります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

賃金室長    それでは、資料ですけれども、熊本県知事に対する要請文と経

済産業省九州経済産業局長に対する要請文、そして８月５日付

の答申文の結果ですけれどもございますでしょうか。 

  それでは、こちらの資料に基づいてご説明をいたします。８月

５日の答申を受け、熊本県知事へは、熊本労働局においては中小

企業に対する支援として最低賃金引上げに対する「業務改善助

成金」、新たに最低賃金を引き上げた中小企業における「雇用調

整助成金」の要件緩和を行うこととしていることの周知広報へ

の協力依頼に加え、県独自の中小企業への支援のさらなるご配

慮をお願いすることをこの要請文でお願いをしております。 

  また、２枚目の経済産業省へは、熊本労働局の中小企業支援策

の周知広報に加え、中小企業が継続的に賃上げしやすい環境整

備を訴え、さらなる「パートナーシップ構築宣言」推進を通じた

取引環境整備についてのご配慮をお願いするという要請をこの

文書で行う予定でございます。 

  また、こちらの色刷りのリーフレットは業務改善助成金のリ

ーフレット、雇用調整助成金のリーフレット、あと熊本働き方改
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革推進支援センター、この１枚ものの色刷りのリーフレットと

３部ございますけれども、こちらもございますでしょうか。 

  まず、１枚目の業務改善助成金の拡充の周知については、雇用

環境継続の面からリーフレットを関係団体１００以上に、既に

これを送付しております。また、２枚目の雇用調整助成金の要件

緩和の周知についてでございますけれども、この中身を見ます

と、１０月からの要件ということになっておりますので、今後、

職業対策課から各団体へ周知を行う予定でございます。３枚目

のリーフレットでございますが、これは労働関係助成金や賃金

規定の見直し等の相談を窓口でしている熊本働き方改革推進支

援センターのリーフレットでございます。これにより周知等を

行っていく予定でございます。 

  以上でございます。 

 

会長  ただいまの説明について、何かご意見、ご質問ありますでしょ

うか。 

  私から少し簡単に説明します。県知事に渡した文書、それから

経産省九州経済産業局長の文書の中で、新型コロナウイルスの

感染状況と、それから豪雨被害という影響が深刻なところもあ

るということを、資料３ですけれども、それぞれに加えていただ

きました。 

  それから、答申文の中に、特に熊本労働局に対して、「さまざ

まな関係機関への働きかけを強く要望する」という文言を入れ

ましたので、それを受けて、熊本県知事と九州経済産業局長宛て

に文書を出したと。特に、熊本県については、少し丸い表現にな

っていますけれども、一番、後段の部分で「最低賃金の引上げを

行われた中小企業へのさらなる支援をお願いいたします」とい

うことで文言を入れてあります。これについて、よろしいでしょ

うか。ご意見等はございますか。 

  ないようでしたら、これを労働基準部長から、それぞれ出して

いただくことにしたいと思います。 

  それでは、最後に特定最低賃金専門部会の日程についてのご

説明をお願いいたします。 

 

賃金室長    特定最低賃金の審議日程予定につきましてご説明いたします。

８月５日の第３回本審におきまして、改正決定についての諮問
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が行われましたので、法令の規定により特定最低賃金専門部会

を設置することになります。そのための労働者側委員、使用者側

委員の推薦の公示を８月２５日水曜日まで行い、９月上旬には

専門部会委員の任命をさせていただく予定としております。関

係労使の委員の方には、８月２５日までに推薦いただきますよ

う、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  こちらの審議日程案の１枚ものをよろしいでしょうか。 

  特定最低賃金専門部会の審議につきましては、９月中旬～１

０月上旬まで、２部会、電気、輸送を開催し、１０月１４日木曜

日までに答申いただきますと、例年通り１２月１５日水曜日発

効にできます。そのため、この案にございますけれども、一番左

側の欄の下から３段目、第５回本審を１０月１４日木曜日、午前

１０時から開催予定でございます。 

  公益の打ち合わせは３０分ぐらいですので、９時半から公益

と調整、本審議会を１０時から行う予定でございます。また、特

定最低賃金の異議申出があった場合には、下の欄、１１月１日月

曜日に午前中本審を１０時から行う予定でございます。 

  昨年度は、この右側にございますが、特定最低賃金に対する異

議申出はなかったので中止ということでございました。繰り返

しますが、１０月１４日木曜日の午前、１１月１日月曜日の午前

中の予定を皆様よろしくお願いいたします。 

  また、先ほど申した特定最低賃金の日程調整につきましては、

委員の皆様の出席可能な日程を調整した上で、改めてご連絡い

たしますので、ご了承ください。 

  以上でございます。 

 

会長  ありがとうございました。確認です。今の日程で決まっている

のは、８月２５日までに労使それぞれ専門部会の委員の推薦を

していただくこと、それから本審としては１０月１４日木曜日

ですね、これは午前中で決まっている。それから、異議があった

場合は１１月１日の本審が決まっているということですね。 

  今までの事務局の説明について何かご質問はございませんで

しょうか。 

  ないようでしたら、最後になりますけれども、本日の議事録及

び資料の公開、非公開については、公開ということでいきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 
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全員  はい。 

 

会長  公開ということにしたいと思います。 

  以上で本日の審議を終了したいと思います。お忙しい中、あり

がとうございました。 


